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6677 （再）＝再任用職員、（特）＝特例任用職員

　　南海トラフ巨大地震等の発生の切迫性が指摘される中、住宅の耐震化の必要性が高まっています。中南海トラフ巨大地震等の発生の切迫性が指摘される中、住宅の耐震化の必要性が高まっています。中
でも旧耐震基準で建設された住宅は大地震の際、倒壊の恐れが大きく早めの対応が必要です。でも旧耐震基準で建設された住宅は大地震の際、倒壊の恐れが大きく早めの対応が必要です。
　市では、住宅の耐震化および老朽危険空家の除却を促進し、地震による住宅の倒壊から市民の生命を　市では、住宅の耐震化および老朽危険空家の除却を促進し、地震による住宅の倒壊から市民の生命を
守るため、簡易耐震診断、住宅耐震化促進事業および老朽危険空家除却支援事業を行っています。守るため、簡易耐震診断、住宅耐震化促進事業および老朽危険空家除却支援事業を行っています。

共通の申請要件：市税を滞納していない人
◆工事着手（契約）後の補助金申請はできません。
◆各事業は、補助金交付決定後、年度内（２月末日まで）の完了が必須です。
※このほかにも条件がありますので、詳しくは都市政策課（☎43-5227）にお問い合わせください

地震対策を進めましょう‼

■耐震診断
　　簡易耐震診断簡易耐震診断（無料）（無料）を行って、あなたの家の耐震性が「安全」か「安全でない」か判定します。を行って、あなたの家の耐震性が「安全」か「安全でない」か判定します。
対象となる住宅は、対象となる住宅は、昭和56年５月31日以前に建設された住宅昭和56年５月31日以前に建設された住宅です。です。

問都市政策課☎43-5227問都市政策課☎43-5227

空き家バンクホームページ
(市移住支援サイト住みニコ)

■住まいの耐震化

【補助対象住宅】　現在居住されていること【補助対象住宅】　現在居住されていること
【補助を受けられる人】【補助を受けられる人】
対象住宅の所有者が南あわじ市民であり、所得が1,200万円以下であること対象住宅の所有者が南あわじ市民であり、所得が1,200万円以下であること

②住宅耐震化補助 (4/5 上限 115 万円 )
※工事費 300 万円以上は、上限 130 万円補助
③部分型耐震化補助 (4/5 上限 60 万円 )
※シェルター型工事費補助は、高齢者のみ上限 115 万円
④住宅建替補助 (4/5 上限 115 万円 )
⑤防災ベッド設置助成 ( 定額 10 万円 )

住宅耐震化改修工事等の実施

所所  

有有  

者者

①住宅耐震化計画策定
補助 2/3 上限 20 万円
建築士による診断・設計

市ホームページ

■危険空家の解体（老朽危険空家除却支援事業）
　老朽化による危険度が高い　老朽化による危険度が高い空家空家（住宅）（住宅）の除却費用の一部を補助します。の除却費用の一部を補助します。

【補助対象住宅】　個人所有であること。（法人等の所有は不可）【補助対象住宅】　個人所有であること。（法人等の所有は不可）
【補助を受けられる人】　【補助を受けられる人】　空家空家の所有者もしくは法定相続人の所有者もしくは法定相続人

認定

不認定

除却申請
除却　補助 2/3
上限 133 万 2 千円

適切な管理を！

空き家バンクに登録へ！

空家
不良度判定
（無料）

所所  

有有  

者者

市市  

役役  

所所

助言
・

指導

市ホームページ

南あわじ市からのお知らせ
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